
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 中小企業等が抱える様々な経営課題について、 

自社のアイデア、技術、ブランド、デザインなど 

「知的財産」の側面から解決を図る相談会です。 

 お気軽にご相談ください！ 

 

【こんなご相談にお答えします】 

・商標登録や特許出願の手続きを知りたい 

・商標登録にかかる費用が知りたい 

・新しく開発した技術・アイデアを守りたい 

・知財を守り、海外展開を図りたい 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

売上・販路拡大、第二創業、事業改善など 

事業活動に知的財産をもっと身近に取り入れてみませんか？ 
 

【お申込み方法】 

 右記の二次元コードを読み取り出現するフォームからお申込みください。  

二次元コードを使用できない方は、事務局までお問い合わせください。 

 ※完全予約制・先着順です。定員になり次第締め切ります。 
 

【お問い合わせ先】 

 関商工会議所 中小企業相談所  TEL:0575-22-2266 
 
本相談会は経営改善普及事業及び経営発達支援事業の一環として、岐阜県からの補助金を受けています。 

特許庁とも連携しながら企業における知的財産活用を支援する公的機関です。 

知財・特許相談会 

日 時：令和６年５月２９日（水） 

     ①13:00～13:50 ②14:00～14:50 ③15:00～15:50 

対 象：関商工会議所会員 

会 場：関商工会議所（関市本町１－４） 

 相談料：無料 

相談員：INPIT 岐阜県知財総合支援窓口 担当職員 

関商工会議所 創立７０周年記念 

 

INPIT とは… 

tel:0575-22-2266

